


















 







平
成
３
１
年
度
に
お
け
る
有
害
鳥
獣
対
策
の
取
組

平
成
３
１
年
度
に
お
け
る
有
害
鳥
獣
対
策
の
取
組

○
専
門
技
術
員
に
よ
る
「棲
分
対
策
」、
「侵
入
防
止
技
術
」

な
ど
の
き
め
細
か
な
指
導

○
イ
ノ
シ
シ
等
被
害
対
策
重
点
集
落
の
設
置

○
有
害
鳥
獣
対
策
指
導
員
の
育
成

○
カ
ラ
ス
の
捕
獲
対
策
の
強
化
（捕
獲
強
化
月
間
）

○
被
害
対
策
技
術
の
研
修
会
開
催

有
害
鳥
獣
被
害
防
止
対
策
推
進
費

3,
78
0千
円

（
国
庫
65
5千
円
）

○
地
域
の
協
議
会
へ
の
支
援

・
捕
獲
報
償
金
の
交
付
へ
の
補
助
（
イ
ノ
シ
シ
・
ア
ラ
イ
グ
マ
）

・捕
獲
委
託
へ
の
補
助
、
捕
獲
班
の
設
置
へ
の
補
助
【
拡
充
】

有
害
鳥
獣
被
害
防
止
対
策
事
業
（県
単
）

54
,6
34
千
円

○
侵
入
防
止
柵
（
ﾜ
ｲ
ﾔ
ｰ
ﾒ
ｼ
ｭ
防
護
柵
、
電
気
牧
柵
等
）
、

箱
わ
な
な
ど
の
整
備
、
協
議
会
の
開
催
、
捕
獲
者
の
育
成

な
ど
へ
の
補
助

○
有
害
鳥
獣
処
理
加
工
施
設
整
備
へ
の
県
費
上
乗
せ
補
助
【
新
】

○
国
庫
補
助
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
電
気
牧
柵
へ
の
補
助

（離
島
に
限
り
ワ
イ
ヤ
ー
メ
ッ
シ
ュ
防
護
柵
も
対
象
）

○
国
庫
要
望
箇
所
で
、
補
助
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
ワ
イ
ヤ
ー

メ
ッ
シ
ュ
防
護
柵
、
電
気
牧
柵
、
わ
な
へ
の
補
助

（た
だ
し
、
市
町
が
1/
4以
上
補
助
す
る
こ
と
が
条
件
）

有
害
鳥
獣
対
策
整
備
費

15
9,
84
4千
円

（
国
庫

15
4,
77
1千
円
）

○
地
域
の
協
議
会
へ
の
支
援

・緊
急
捕
獲
活
動
へ
の
直
接
支
援

有
害
鳥
獣
被
害
防
止
対
策
事
業
（国
庫
）

16
5,
60
0千
円

（
国
庫

16
5,
60
0千
円
）

【
Ｈ
31
県
当
初
予
算
〈
H
30
県
当
初
〉
】

県
計
38
4百
万
円
〈
37
9百
万
円
〉

（
国
庫
32
1百
万
円
〈
31
3百
万
円
〉）

有
害
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
被
害
を
効
果
的
に
減
ら
す
に
は
、

鳥
獣
の
特
性
を
把
握
し
た
上
で
、

・
地
域
（
集
落
や
部
会
な
ど
）
が
ま
と
ま
っ
て

・
３
つ
の
対
策
を
バ
ラ
ン
ス
良
く
実
施

す
る
こ
と
が
重
要
！

①
棲
み
分
け
対
策

（
集
落
に
近
づ
け
な
い
）

②
侵
入
防
止
対
策

（
農
地
に
入
れ
な
い
）

③
捕
獲
対
策

（
生
息
密
度
の
低
下
）

・
集
落
周
辺
に
鳥
獣
の
エ
サ
に
な
る
生
ゴ
ミ
や

農
作
物
残
渣
等
を
捨
て
な
い

・
集
落
周
辺
の
耕
作
放
棄
地
を
減
ら
す

・
集
落
単
位
で
ワ
イ
ヤ
ー

メ
ッ
シ
ュ
な
ど
を
張
る

・
張
っ
た
後
の
適
切
な
管
理

・
集
落
周
辺
等
を
効
率
的
に

捕
獲
す
る

・
集
落
内
で
捕
獲
者
を
育
成

支
援

県 単

県 単県 単
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 各市町長 様 
各地域鳥獣被害対策協議会会長 様 

 
 
 
                              佐賀県農林水産部長 
                                                （ 公 印 省 略 ）   

 
 
 

捕獲した野生鳥獣の適正な処理について（通知） 
 
 
 
このことについて、別添のとおり、九州農政局農村振興部長から通知があり

ましたので、捕獲した野生鳥獣の適正な処理についてよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

担 当：佐賀県 農林水産部 生産者支援課 
鳥獣対策担当 宮原 

TEL：0952－25－7113 

Email：miyahara-masaaki@pref.saga.lg.jp 













実
施
体
制

補
助
者
の
役
割

○
実
施
主
体
：
市
町
ま
た
は
協
議
会

○
補
助
金
：
定
額
10
0
,0
0
0
円
ま
た
は
50
,0
0
0
円
（
１
班
当
た
り
）

○
実
施
地
区
数
：
４
年
間
で
１
０
０
地
区
（
毎
年
２
５
地
区
）

○
内
容
：捕
獲
班
を
設
置
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
を
助
成
。

例
）
は
こ
わ
な
購
入
費
や
保
険
代

狩
猟
免
許
取
得
の
た
め
の
講
習
会
受
講
経
費

捕
獲
に
係
る
活
動
費
（
エ
サ
代
な
ど
の
資
材
費
等
）

○
実
施
期
間
：
平
成
３
１
～
３
４
年
度

＜
H
3
1
拡
充
＞
捕
獲
班
設
置
の
促
進
（※
「さ
が
の
元
気
な
中
山
間
地
域
づ
く
り
対
策
」
の
メ
ニ
ュ
ー
の
一
つ
に
位
置
付

県
内
の
狩
猟
免
許
取
得
者
の
う
ち
、
6
0
歳
以
上
の
割
合
が
6
5
％
（
H
30
）
（
7
0
歳
以
上
は
3
2％
）と
な
っ
て
お
り
、
各
地
域
に
お
い
て
有
害
鳥
獣
の
捕
獲
従
事
者
の
減
少
や
高
齢
化
が
進
展

す
る
中
で
、
必
要
な
人
材
の
確
保
や
捕
獲
技
術
の
継
承
を
図
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
免
許
を
持
た
な
い
者
も
含
め
た
地
域
ぐ
る
み
で
の
捕
獲
体
制
の
整
備
が
重
要
。

こ
の
た
め
、
県
で
は
、
「第
11
次
鳥
獣
保
護
管
理
事
業
計
画
」
に
お
い
て
、
補
助
者
制
度
の
活
用
に
よ
る
「
捕
獲
班
の
設
置
」
を
推
進
し
、
平
成
28
～
30
年
度
ま
で
の
間
、
こ
の
モ
デ
ル
的
な

取
組
を
支
援
す
る
た
め
の
補
助
制
度
を
創
設
。
平
成
3
0
年
度
ま
で
に
1
2
市
町
2
3
地
区
で
捕
獲
班
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
。

こ
の
補
助
制
度
に
つ
い
て
は
、
平
成
30
年
度
で
い
っ
た
ん
区
切
り
を
迎
え
て
い
る
が
、
捕
獲
従
事
者
の
確
保
・育
成
は
、
引
き
続
き
、
本
県
の
鳥
獣
被
害
防
止
を
図
っ
て
い
く
上
で
重
要
な

取
組
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
次
期
総
合
計
画
期
間
で
あ
る
平
成
３
１
年
度
か
ら
平
成
３
４
年
度
ま
で
の
４
年
間
に
お
い
て
、
さ
ら
に
採
択
地
区
数
を
拡
充
（
H
2
8
～
3
0
：
3
年
間
で
各
市
町
に
1
地
区

ず
つ
⇒
Ｈ
3
1
～
34
：
４
年
間
で
１
０
０
地
区
（毎
年
2
5
地
区
）
）
し
て
支
援
を
実
施
す
る
。

地
域
ぐ
る
み
で
の
捕
獲
を
強
化

捕
獲
従
事
者
の
減
少

及
び
高
齢
化
に
引
き
続
き
対
応

有
害
鳥
獣
被
害
防
止
対
策
事
業
（
県
単
）
の
「
有
害
鳥
獣
捕
獲
委
託
事
業
」
で
「
捕
獲
班
設
置
」
を
促
進

１
年
目

２
年
目

例
）１
年
目
で
捕
獲
班
を
設
置
す
る
場
合

例
）２
年
目
ま
で
を
事
業
対
象
と
す
る
場
合

例
）２
年
目
ま
で
を
事
業
対
象
と
す
る
が
、
新
た
に
銃
猟
免
許
を
取
得
す
る
場
合
又
は
新

規
狩
猟
免
許
取
得
者
が
２
名
以
上
確
保
で
き
る
場
合

１
０
万
円

５
万
円

５
万
円

＋
５
万
円

※
補
助
者
制
度
：
銃
器
を
使
用
し
な
い
捕
獲
班
（
わ
な
）
を

組
織
し
、
狩
猟
免
許
所
持
者
（
実
際
に
捕
獲
す
る
者
）の

補
助
者
と
し
て
、
見
回
り
や
わ
な
の
エ
サ
ま
き
等
の
活
動

を
す
る
場
合
は
、
狩
猟
免
許
は
不
要
と
す
る
。

捕
獲
班
の
イ
メ
ー
ジ
図

１
０
万
円

１
０
万
円

【
目
標
】

平
成
３
１
年
度
か

ら
平
成
３
４
年
度

ま
で
の
４
年
間
に

１
０
０
班
設
置
。

















●飲食店や販売店などでジビエ（野生鳥獣の肉）を調理・販売する場合、食品衛生法に
基づく営業許可を取得した施設において解体などが行われた肉を仕入れなければな
りません。

●施設の営業許可を受けるには、条例等で定める施設基準を満たし、都道府県知事等
に申請する必要があります。
詳しくは管轄の自治体の保健所にお問い合わせください。

●厚生労働省では、野生鳥獣の解体や調理時に守るべき衛生管理の方法等を示したガ
イドライン等を作成※しており、これらに従って衛生的に行う必要があります。
※自治体が独自にガイドラインやマニュアルを作成している場合もあります。
ジビエを食べる際には、十分加熱して食べるようにしましょう。

●全国の保健所では、夏期及び年末に、飲食店などに対し、不法に流通したジビエ肉の
取締りを行っています。

●農林水産省では、ジビエの利活用に向けた施設整備等への支援やマニュアルを作成
しています。

厚生労働省 農林水産省
農林水産省農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課鳥獣対策室
代表：03-3502-8111（内線5502）

食肉処理施設

厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課
代表：03-5253-1111（内線2476）

野生鳥獣肉を取り扱う皆さまへ
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平成 30年度 有害鳥獣の捕獲後の処理に関する現地研修会 
開催要領 

 
１ 目的 
  県内では、イノシシなどの有害鳥獣の捕獲後の処理について、その多くが 
埋却されている状況にありますが、捕獲従事者の中からは、高齢化が進み、 
埋却への労力負担感が増していることから、その軽減を求める声が高まって 
います。 

  こうした中、県内外の市町の中には、それぞれの地域の実情に応じて、埋 
却によらない処理で対応するところが出てきています。 
 このため、捕獲後の処理に悩む地域における対応方策の検討の一助となる
よう、取組事例をケーススタディとした現地研修会を開催します。 
 

２ 研修実施に当たって注意事項 
本研修は、午前の部（捕獲個体をジビエとして有効利用するケース）と午 

後の部（捕獲個体を県外の焼却施設で処理するケース）に分けて実施しま 
す。 
 参加は、「午前のみ」、「午後のみ」、「午前、午後の両方」のいずれでも構 
いません。 
なお、午前の会場には戻ってきませんので、会場間の移動は、各自で確保 

願います。また、昼食は移動中に各自での済ませてください。 
 
３ 研修日程及び内容 
＜午前の部＞ 
 「捕獲個体をジビエとして有効利用するケース」 
（１）日時 平成 31 年 3 月 12 日（火）10:00～11:30 
（２）場所 吉野ヶ里町脊振山系鳥獣加工処理センター 

（吉野ヶ里町松隈 10-2 TEL0952-37-5518） 
（３）研修内容 
① 現地研修「神埼市・吉野ヶ里町における捕獲後の処理状況について」 

※吉野ヶ里町役場の職員から同センターの案内（外観）をしていただきながら、 

以下を説明。その後、質疑応答。 

ア 施設整備に至った経緯 
イ センターでの処理状況 
ウ センター運営体制 
エ 施設の整備及び運営への費用負担 
オ ジビエの対象とならなかったものの取扱い 
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カ 施設整備により、鳥獣被害防止対策上、良くなった点や、さらに改善 
 を要すると考えている点など 
② その他 
生産者支援課から平成 31 年度の事業予算に関する説明。 

 
＜午後の部＞ 
「捕獲個体を県外の焼却施設で処理するケース」 

（１）日時 平成 31 年 3 月 12 日（火）14:00～16:00 
（２）場所 有田町生涯学習センター北館３階視聴覚室 

（有田町丙 1002 番地 2） 
      屋内研修後、有田リサイクルプラザ（一時保管庫）へ移動     
（３）研修内容 
  ① 屋内研修 

【その１】 
「有田町における捕獲後の処理状況について」 
※有田町では、捕獲個体については県外で焼却処理されており、その対応方法 

等について町の担当者から紹介をしていただきながら、以下を説明。 

ア 焼却による処理に至った経緯 
イ 焼却処理の状況 
ウ 焼却処理に要する費用負担（有田町にあっては施設整備費） 
エ 埋却によらない方法を選択したことにより、鳥獣被害防止対策 
上、良くなった点や、さらに改善を要すると考えている点など 

   【その２】 
「長崎県西海市における捕獲後の処理状況について」 
※西海市では、捕獲後の処理費用に国の鳥獣被害防止総合対策交付金を活用し 

ており、その対応方法等について、杵藤農林事務所農政課担当職員から報 

告。 

【その他】 
生産者支援課から平成 31 年度の事業予算に関する説明。 
※午前の部と同じ内容 

② 現地研修 
有田リサイクルプラザへ移動し、捕獲イノシシの一時保管施設を見

学。 
 
４ 参集範囲 
   市町、農林事務所（農政課・農業改良普及センター）、農業技術防除セ 

ンター、生産者支援課の鳥獣対策関係者 
（以 上） 



【会場位置図】 
 
＜午前の部＞「捕獲個体をジビエとして有効利用するケース」 
 場所：吉野ヶ里町脊振山系鳥獣加工処理センター 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吉野ヶ里町脊振山系鳥獣処

理加工センター 

吉野ヶ里町東脊振庁舎 



 
＜午後の部＞「捕獲個体を県外の焼却施設で処理するケース」 
 場所：有田町生涯学習センター会議室→有田リサイクルプラザ 
 
 
 
 

有田町生涯学習センター 

有田町リサイクルプラザ 


